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○常総市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 

平成１３年３月２７日 

規則第１４号 

改正 平成１７年１２月２８日規則第１１５号 

平成１９年３月３０日規則第９号 

平成２０年６月２０日規則第３２号 

平成２１年６月１９日規則第１９号 

平成２２年８月６日規則第２６号 

平成２６年４月１日規則第１０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，常総市下水道事業受益者負担に関する条例（平成１７年水

海道市条例第１２９号。以下「条例」という。）第４条第２項及び第１３条の

規定に基づき，条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（受益者の申告） 

第２条 条例第４条第２項に規定する申告は，下水道事業受益者汚水排除量申告

書（様式第１号）によるものとする。 

第２条の２ 条例第５条の規定により公告された石下町の編入前の水海道市（以

下「旧水海道市」という。）の区域における賦課対象区域内の受益者は，市長

の定める日までに，下水道事業受益者申告書（様式第２号の１）により市長に

申告しなければならない。 

２ 前項の場合において，同一の建築物に２人以上の受益者があるときは，代表

者を定め，その代表者が受益者の連署した同項の申告をしなければならない。 

第２条の３ 条例第５条の規定により公告された編入前の石下町（以下「旧石下

町」という。）の区域における賦課対象区域内の土地に係る受益者は，市長の

定める日までに，下水道事業受益者申告書（様式第２号の２）により市長に申

告しなければならない。この場合において，受益者が条例第２条第１項ただし

書に規定する受益者であるときは，当該土地の所有者と連署して申告しなけれ



常総市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則 

2/50 

ばならない。 

２ 前項の場合において，同一の土地に２人以上の受益者があるときは，代表者

を定め，その代表者が受益者の連署した同項の申告をしなければならない。 

３ 負担金の算定の基礎となる土地の面積は，条例第２条第３項の規定により換

地処分が行われたものとみなされる土地については仮換地指定により，その他

の土地については公簿によるものとする。ただし，これにより難いときその他

市長が必要と認めたときは，実測その他の方法によることができる。 

第２条の４ 前３条の規定は，条例第６条第２項各号に該当する受益者に適用す

る。 

（負担金の決定通知） 

第３条 条例第６条第３項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は，下

水道事業受益者負担金（更正）決定通知書兼納入通知書（様式第３号の１又は

様式第３号の２）によるものとする。 

２ 前項の通知後に負担金の額等を更正したとき又は条例第１１条に規定する受

益者の変更があった場合における承継後の負担金の額及び納付期日等は，下水

道事業受益者負担金（更正）決定通知書兼納入通知書により通知するものとす

る。 

（負担金の納付と期日） 

第４条 条例第６条第４項の規定による負担金の徴収は，各年度を４期に分割し

て徴収するものとし，各納期は次のとおりとする。ただし，市長が必要と認め

たときは，納期を別に定めることができるものとする。 

第１期 ７月１日から同月３１日まで 

第２期 ９月１日から同月３０日まで 

第３期 １１月１日から同月３０日まで 

第４期 ２月１日から同月末日まで 

２ 前項に規定する各納期に係る負担金は，下水道事業受益者負担金（更正）決

定通知書兼納入通知書により納付するものとする。 
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（負担金の端数計算） 

第５条 負担金の額の端数処理は，次のとおりとする。 

(1) 旧水海道市の区域 条例第４条第１項又は第２項の規定による負担金の

総額に１，０００円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。 

(2) 旧石下町の区域 条例第４条第１項の規定による負担金の額に１０円未

満の端数があるときは，これを切り捨てる。 

２ 前条第１項の規定により負担金を分割する場合において，各年度各納期の分

割金額に１００円未満の端数があるときは，その端数は全て初年度最初の納期

の分割金額に合算するものとする。 

（前納） 

第６条 条例第７条第１項に規定する前納は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 旧水海道市の区域 第４条第１項に規定する第１期に負担金を納付しよ

うとする場合において，当該納期から分割納付が完了する最後の納期までの

負担金を一括して納付する。 

(2) 旧石下町の区域 第４条第１項に規定する当該納期の後の納期（次年度以

降に係る納期を含む。）に係る納付すべき負担金を合わせて納付する。 

２ 負担金を前納しようとする受益者は，前納する旨市長に申出をし，下水道事

業受益者負担金納入通知書兼領収証書（様式第４号）により納付するものとす

る。 

（前納報奨金） 

第７条 条例第７条第２項に規定する前納報奨金（以下「報奨金」という。）は，

次の各号に掲げる基準により算出した額を当該受益者に交付するものとする。 

(1) 旧水海道市の区域 受益者が前納する額に，納期到来前の納期数に応じて

別表第１第１項に掲げる率を乗じて得た額から１００円未満を切り捨てた額。

ただし，算出した報奨金の額が１０万円を超えるときは，これを１０万円と

する。 

(2) 旧石下町の区域 受益者が前納する額に，納期到来前の納期数に応じて別
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表第１第２項に掲げる率を乗じて得た額から１０円未満を切り捨てた額。た

だし，算出した報奨金の額が１００円未満のときは，これを交付しない。 

２ 報奨金は，次の各号のいずれかに該当するときは，これを交付しない。 

(1) 受益者に係る負担金のうち，未納に係る負担金があるとき。 

(2) 国又は地方公共団体が受益者のとき。 

(3) 国又は地方公共団体の企業が受益者のとき。 

（負担金の繰上徴収） 

第８条 市長は，条例第８条の規定により負担金を繰上徴収するときは，下水道

事業受益者負担金（更正）決定通知書兼納入通知書により当該受益者にこれを

通知するものとする。 

（負担金の徴収猶予） 

第９条 条例第９条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は，

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書（様式第５号の１又は様式第５号の２）

により市長に申請しなければならない。 

２ 市長が必要と認めるときは，前項の規定による申請の際に徴収猶予を受けよ

うとする理由を証明する書類その他必要な資料を提出させることができる。 

３ 市長は，第１項の規定による申請を受けたときは，別表第２の基準に基づい

て審査した上で，その適否を決定し，下水道事業受益者負担金徴収猶予（却下）

決定通知書（様式第６号の１又は様式第６号の２）により当該受益者に通知す

るものとする。 

（徴収猶予の取消し） 

第１０条 負担金の徴収猶予を受けた受益者は，猶予事由が消滅したときは，直

ちに市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項の規定による届出を受けたときは，下水道事業受益者負担金（更

正）決定通知書兼納入通知書若しくは下水道事業受益者負担金決定通知書及び

下水道事業受益者負担金納入通知書又は下水道事業受益者負担金徴収猶予取消

通知書（様式第７号の１又は様式第７号の２）により負担金の額及び納付期日
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等を当該受益者に通知するものとする。 

（負担金の減免） 

第１１条 条例第１０条の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は，

下水道事業受益者負担金減免申請書（様式第８号の１又は様式第８号の２）に

より市長に申請しなければならない。 

２ 市長が必要と認めるときは，前項の規定による申請の際に減免を受けようと

する理由を証明する書類その他必要な資料を提出させることができる。 

３ 市長は，第１項の申請書が提出されたときは，別表第３の基準に基づき，そ

の適否を審査決定し，下水道事業受益者負担金減免（却下）決定通知書（様式

第９号の１又は様式第９号の２）により当該受益者に通知するものとする。 

（減免の取消し） 

第１２条 負担金の減免を受けた受益者は，減免事由が消滅したときは，直ちに

市長に届け出なければならない。 

２ 市長は，前項に規定する届出があった場合には，下水道事業受益者負担金（更

正）決定通知書兼納入通知書又は下水道事業受益者負担金減免取消通知書（様

式第１０号の１又は様式第１０号の２）により負担金の額及び納付期日等を当

該受益者に通知するものとする。 

（督促状） 

第１３条 市長は，条例第６条第１項又は第２項の規定により賦課される負担金

が納期までに納付されないときは，下水道事業受益者負担金督促状兼領収証書

（様式第１１号）により当該受益者に督促するものとする。 

２ 市長は，前項の督促状を発した場合は，常総市税外諸収入の滞納金督促手数

料及び延滞金徴収条例（昭和２９年水海道市条例第１８号）第３条に規定する

額の督促手数料を徴収するものとする。 

（延滞金） 

第１４条 条例第１２条第１項の規定に基づき算出される延滞金に１００円未満

の端数があるときは，これを切り捨てるものとする。 
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２ 延滞金の算出基礎となる負担金に１，０００円未満の端数があるときは，こ

れを切り捨てて延滞金を計算するものとする。 

（過誤納金） 

第１５条 市長は，過誤納に係る負担金（以下「過誤納金」という。）があると

きは，遅滞なく，これを還付しなければならない。ただし，当該受益者に未納

に係る負担金があるときは，過誤納金をその未納に係る負担金に充当できるも

のとする。 

２ 市長は，前項の規定により過誤納金を還付し，又は充当するときは，下水道

事業受益者負担金過誤納金還付（充当）通知書（様式第１２号の１又は様式第

１２号の２）により当該受益者に通知するものとする。 

３ 受益者は，前項の規定による通知を受けたとき又は既納の負担金のうち過誤

納金があることを知ったときは，下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書

（様式第１３号の１又は様式第１３号の２）により市長に請求しなければなら

ない。 

（還付又は還付加算金） 

第１６条 市長は，前条第１項の規定により過誤納金を還付するとき又は未納に

係る負担金に充当するときは，当該過誤納金が納付された日の翌日から還付若

しくは充当するための支出が決定した日又は還付若しくは充当した日までの期

間に応じて，当該過誤納金に年７．３パーセントの割合を乗じて得た額を還付

加算金として還付又は充当すべき金額に加算するものとする。 

２ 前項の規定に基づき算出される還付加算金に１００円未満の端数があるとき

は，これを切り捨てるものとする。 

３ 還付加算金が１，０００円未満のとき又は還付加算金の算出基礎となる過誤

納金の額が２，０００円未満のときは，還付加算金を加算しないものとする。 

（納付管理人） 

第１７条 受益者が市内に住所又は事務所等を有しない場合は，負担金の納付に

関する事項を処理させるため，市内に居住し独立の生計を営む者のうちから納
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付管理人を定め，下水道事業受益者負担金納付管理人（指定・変更・廃止）届

出書（様式第１４号）により市長に届け出なければならない。納付管理人を変

更し，又は廃止したときも同様とする。 

（住所等の変更） 

第１８条 受益者又は納付管理人は，住所，居所，事務所又は事業所を変更した

ときは，直ちに下水道事業受益者（納付管理人）住所変更届出書（様式第１５

号）により市長に届け出なければならない。 

（受益者の変更） 

第１９条 条例第１１条に規定する受益者の変更があったときは，直ちに下水道

事業受益者変更届出書（様式第１６号の１又は様式第１６号の２）により市長

に届け出なければならない。 

（不申告等の取扱い） 

第２０条 市長は，この規則に規定する申告若しくは届出がない場合又はその内

容が事実と異なると認めた場合においては，申告又は届出によらないで認定す

ることができる。 

（補則） 

第２１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（石下町の編入に伴う経過措置） 

２ 石下町の編入の日前に，改正前の水海道市下水道事業受益者負担に関する条

例施行規則（平成１３年水海道市規則第１４号）又は石下町公共下水道事業受

益者負担に関する条例施行規則（平成１２年石下町規則第３０号。以下「石下

町規則」という。）の規定によりなされた処分，手続その他の行為は，それぞ

れこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。 

３ 改正前の水海道市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則又は石下町
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規則に規定する各様式については，当分の間，所要の補正を施し，なお使用す

ることができる。 

（還付加算金の割合の特例） 

４ 当分の間，第１６条第１項に規定する還付加算金の年７．３パーセントの割

合は，同項の規定にかかわらず，各年の特例基準割合（当該年の前年に租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定により告示された

割合に年１パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）

が年７．３パーセントの割合に満たない場合には，その年中においては，当該

特例基準割合とする。 

附 則（平成１７年規則第１１５号） 

この規則は，平成１８年１月１日から施行する。 

附 則（平成１９年規則第９号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

３ 収入役が従前の例により在職する場合においては，次に掲げる規定は，なお

その効力を有する。 

(1)から(9)まで 略 

(10) 第１６条の規定による改正前の常総市下水道事業受益者負担に関する条

例施行規則様式第４号の１，様式第４号の２，様式第５号の１，様式第５号

の２及び様式第１０号の２ 

附 則（平成２０年規則第３２号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際この規則による改正前の常総市下水道事業受益者負担に

関する条例施行規則様式第１０号の１による用紙で現に残存するものは，所要
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の修正を加え，なお使用することができる。 

附 則（平成２１年規則第１９号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年規則第２６号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年規則第１０号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の常総市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

の規定にかかわらず，この規則による改正前の常総市下水道事業受益者負担に

関する条例施行規則の規定による様式は，当分の間，所要の補正をした上，な

お使用することができる。 

別表第１（第７条関係） 

１ 旧水海道市の区域 

納期到来前の納期数 ３ ７ １１ １５ １９ 

報奨金交付率（％） ４ ８ １２ １６ ２０ 

２ 旧石下町の区域 

納期前に納付した納期

数 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １

０ 

１

１ 

１

２ 

１

３ 

１

４ 

１

５ 

１

６ 

１

７ 

１

８ 

１

９ 

報奨金交付率（％） 

（納期額に対する割

合） 

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １

０ 

１

１ 

１

２ 

１

３ 

１

４ 

１

５ 

１

６ 

１

７ 

１

８ 

１

９ 

２

０ 

別表第２（第９条関係） 

１ 旧水海道市の区域 

猶予対象 猶予基準 

猶予期間 猶予率 
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（％） 

係争地 判決等により解決す

るまで 

１００ 

汚水を排出する建物がない場合（撤水用の水道

メーター等） 

市長が認定する期間 １００ 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）に基

づき生活保護を受けている場合（準じると認め

られる者も含む。） 

市長が認定する期間 １００ 

災害等により負担金を納付することが困難であ

る場合 

市長が認定する期間 市長が認定

する率 

その他状況に応じ，猶予する必要があると認め

られる場合 

市長が認定する期間 市長が認定

する率 

２ 旧石下町の区域 

該当事項 対象 猶予期間 猶予の

率 

条例第９条第１号 (1) 田，畑その他これに準

じる土地（ただし，土地の

状況により宅地と認めら

れるものを除く。） 

宅地として使用し，又

は使用できる状況にあ

ると認められるまでの

期間 

１０

０％ 

条例第９条第２号 (2) 災害等による被害を受

けたとき。 

１年ごとに更新し，２

年以内 

公の罹災外証明を添付

すること 

１０

０％ 

条例第９条第３号 (3) 係争中の土地 係争に係る決定（判定）

までの期間 

１０

０％ 

(4) 生活困窮その他事情に

より，町民税，固定資産税

当該減免理由の存続期

間１年ごとに更新 

１０

０％ 
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の減免を受けている受益

者 

２年以内 

(5) その他市長が特に必要

と認めたとき。 

その都度市長が決定す

る 

市長が

認める

率 

別表第３（第１１条関係） 

１ 旧水海道市の区域 

減免対象 減免率 

（％） 

１ 市が所有する建物 １００ 

２ 国又は県が所有し，又は使用している建物   

(1) 消防，水防等の施設 １００ 

(2) 学校等の施設 ７５ 

(3) 社会福祉施設 ７５ 

(4) 文化体育施設その他これに準じる施設 ７５ 

(5) 警察・法務収容施設 ７５ 

(6) 一般庁舎及び無料公務員宿舎 ５０ 

(7) 有料公務員宿舎 ２５ 

(8) 病院 ２５ 

(9) 公営住宅 ０ 

(10) 普通財産である施設 ０ 

３ 国又は地方公共団体の企業の用に供している施設 ２５ 

４ 国又は地方公共団体が指定する文化財である土地又は文化財であ

る建物その他工作物 

１００ 

５ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校で

私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に定める学校法人

が設置するもので，教育の目的に直接使用している施設 

７５ 
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６ プール等将来にわたり下水道に汚水が流入しない施設 １００ 

７ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条の規定する事業で

社会福祉法人が経営する施設（管理人等が居住に使用する建物を除

く。） 

７５ 

８ 消防団（市長が必要と認めた特設消防隊を含む。）が所有し，又

は使用する消防用施設 

１００ 

９ 自治会等が所有し，又は使用する地区集会所 １００ 

１０ 共同住宅等 ４０ 

１１ その他状況により特に負担金を減免する必要があると認められ

る施設 

市長が認

定する率 

２ 旧石下町の区域 

該当する受益者 減免の対象となる土地 該当する主な

用途 

減免率 

（％） 

１ 国又は地方公共

団体が公用に供

し，又は供するこ

とを予定している

土地に係る受益者 

(1) 国立又は公立の学校用地   ７５ 

(2) 国立又は公立の社会福祉施

設用地 

母子寮，老人ホ

ーム，保育所，

青少年ホーム 

７５ 

(3) 国立又は公立の病院用地   ２５ 

(4) 有料の地方公務員の宿舎用

地 

  ２５ 

(5) 官公庁の一般庁舎用地   ５０ 

(6) 遺跡，史跡又は文化財の保存

用地 

  １００ 

(7) 警察・法務収容施設   ７５ 

２ 国又は地方公共

団体がその企業の

用に供している土

(1) 国にあっては，特別会計に属

する行政財産 

  ２５ 

(2) 地方公共団体にあっては，地  ２５ 
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地に係る受益者 方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）に基づく企業の用

に供する財産 

３ 国又は地方公共

団体が公共の用に

供することを予定

している土地に係

る受益者 

道路，公園，広場又は河川   １００ 

４ 公の生活扶助を

受けている受益者

その他これに準じ

る特別の理由があ

ると認められる受

益者 

    １００ 

５ 前各項に掲げる

受益者のほか，そ

の状況により特に

負担金を減免する

必要があると認め

られる土地に係る

受益者 

(1) 民間鉄道の事業本来の用に

供している土地 

軌道敷，踏切，

駅前広場 

１００ 

駅舎，プラット

ホーム 

２５ 

(2) 宗教法人法（昭和２６年法律

第１２６号）第２条の規定する

神社，寺院，教会等の宗教法人

が同条本文に規定する目的のた

め使用する土地（本来の目的の

ために使用しない土地を除く。）

境内地 ５０ 

墓地 １００ 

(3) 学校教育法第１条に規定す

る学校で私立学校法第３条に規

定する学校法人が設置するもの

  ７５ 
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で，教育の目的に直接使用して

いる土地（管理人又は職員が住

居の用に使用するものを除く。）

(4) 社会福祉法第２条に規定す

る事業で同法第２２条の社会福

祉法人が経営する施設に係る土

地（管理人又は職員が住居の用

に使用するものを除く。） 

母子寮，老人ホ

ーム，保育所 

７５ 

(5) 自治会等が公共の施設とし

て使用している土地 

集会所，公民館１００ 

(6) 公道から公道へ通じる公共

性があると認められる私道 

固定資産税が

非課税の私道 

１００ 

(7) 市長がその状況により特に

減免する必要があると認めた土

地 

  市長の認

定する率 


